
ユーロへの対応は徐々に進行
（スウェーデン）

欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）は第３段階に

入り、９９年１月からＥＵ加盟国のうち１１ヵ国

でユーロが導入された。スウェーデンは９５年

にＥＵに加盟した際に「最終的なスウェーデ

ンの通貨統合参加への立場はその経過、そし

てこの条約の規則に従い監視して行く」と一

方的に宣言し、同国政府は例え参加条件を満

たしてもしばらくの間は参加を思いとどまれ

るとの解釈を行った。

９７年１０月にスウェーデン政府は同国会に対

して、否定的な世論を考慮して、通貨統合参

加を思いとどまることを内容とする法案を提

出した。９８年８月にＥＵ閣僚理事会が参加申

請国の審議を行った時には、マーストリヒト

条約によると「ＥＵ加盟国は収れん条件を満

たす場合には通貨統合に参加しなければなら

ない」と規定されていたので、スウェーデン

の立場は条約違反であり、ＥＵにとって大問

題となる危険性を内蔵していた。しかしＥＵ

閣僚理事会ではスウェーデンの為替が安定し

ていない（為替調整メカニズム〈ＥＲＭ〉に

２年加盟義務がある）との理由で参加条件を

満たさないと判断し問題を回避した。イタリ

アが国家予算赤字で問題がありながら通貨統

合参加が承認されていたことから、スウェー

１．通貨統合参加を促す要因
デンが通貨統合参加の意思を当初から明らか

にしておけばＥＵ閣僚理事会では好意的な判

断を下し、参加が認められただろうといわれ

ている。

スウェーデンにおける通貨統合参加につい

ての主な論議は以下のとおりである。

（１）大企業への影響

スウェーデンの大企業は国際化が進んでい

るので通貨統合の影響は、中小の輸出企業と

比較して少ない。ユーロの出現により大企業

では、効果的な資本運営、資本取引費用の削

減、ユーロでの起債が可能となり不参加に

なっても影響が少ないとみられる。

（２）伝統的産業界への影響

基礎産業として金属産業、林業、鉱業、化

学産業などがあり、スウェーデンの工業生産

の４分の１、輸出の３分の１を占めている。

この産業界はドル依存が高く、もし通貨統合

に参加する場合、ドルに対してユーロ高にな

ると不利となるとされる。しかし調査ではド

ル依存はそれほど高くないとの結果が出てい

る。

（３）中小企業への影響

大企業と違って中小企業はクローネの変動
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に対処するだけの能力がないため、通貨統合

参加により支払い、受け取りでのリスクを避

けることができる。また通貨統合不参加の時

には、低金利のユーロ金融市場での資金調達

が不可能になり、スウェーデン国内の高い金

利で資金を調達する必要に迫られる。また為

替リスクを負うことから、ユーロ圏内での価

格競争でも、その分だけ上積みする必要に迫

られるので不利となる。

（４）電子商取引への影響

国境を超えた電子商取引が行われている中

でユーロの導入により価格比較が容易となる

ため、消費者による選択、企業による供給業

者探しが一層容易となる。同時に国際的な電

子商取引ではドルが基軸通貨になっているが、

ユーロの登場によりＥＵ域内での取り引きが

活性化され、スウェーデンにとっても通貨統

合参加によりＥＵ内部の競争に参加できるよ

うになる。

（５）ユーロ導入による金融システムの合理化

９９年１月１日からユーロ圏ではユーロ通貨

取引が始まっており、スウェーデンでもユー

ロで株価を表示しているが、ユーロを導入す

ると価格計算の回避、そのほかの合理化は計

り知れず、同時にスウェーデン株に対する国

際的興味が高まる。既にユーロ圏で活動して

いる大企業では通貨統合不参加でもユーロで

起債し、銀行サービス、国境障壁の除外され

た取り引きの利点を享受できる。一方、国内

市場を主とする小企業ではユーロの持つ利点

を十分に引き出せない。

（６）通貨統合不参加によるユーロ支払決済

システムの利用制限

ＥＵ域内での支払いを迅速化するために

ユーロ導入と同時に決済システムＴＡＲＧＥＴ

が導入された。これにより、瞬時に支払いが

可能となった。ＥＵ加盟諸国はその制度を利

用できるが通貨統合に参加しない場合、制限

が生じる。中央銀行にとっては例えばユーロ

圏で資金調達をする場合、最高１０億ユーロま

でしか借りられず、同時にその担保としてス

ウェーデンの有価証券を使用できない。

（７）取引費用の削減

スウェーデン産業連盟のヨナス・フリュッ

クルンド氏は「為替での取引費用は１，３００億

クローネになり、試算したとおり、そのかな

りの費用が通貨統合参加で節減できる」と述

べている（産業連盟、２０００年２月会員雑誌）。

（８）ユーロ市場への接近

スウェーデンの全輸出の６４％がユーロ圏に

輸出されている。さらに東欧、北アフリカな

どがユーロに連動されるとその地域での市場

取り引きにおいて、ユーロ利用により、ほか

のユーロ諸国と同等の条件で競争が可能とな

る。

（９）政治的行使力の制限

ＥＵ経済蔵相会議の前に、通貨統合に参加

している１１ヵ国の蔵相が実質的な討議、決定

を行い、そのあとに公式に同会議で決定され

ることになるのでスウェーデンが通貨統合に

参加しない場合には政治的影響力を行使でき

なくなる。

社会民主労働党の臨時党大会（２０００年３月

１２日）では通貨統合参加案を３分の２の支持

で可決したが、これは２００１年前半期にＥＵ議

長国を務めるスウェーデンにとっては、ブ

リュッセル、そして本国での活動の余地を与

えるものであった。しかし同時に国民投票を

行うことを総会で決定したことは、自由な行

動の余地を得ようとする党執行部にとっては

敗北であった。この決定はすぐに通貨統合参

加につながる可能性を少なくし、政治的には

２００２年秋の総選挙以前に国民投票が実施され

る可能性をも少なくしている。まず社民党が
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総選挙で勝利し、そのあとに国民投票で確実

に参加合意を勝ち取ろうとするだろう。通貨

統合問題を総選挙で意識的に避け、通貨統合

参加に否定的な女性有権者、特に公務員を左

翼党に奪われることを避けるためだ。

今回の社民党大会で、執行部が通貨統合参

加を希望していることは一層明らかになって

いる。２００２年まであと２年の時間的余裕がで

きたので、その間にスウェーデン政府は通貨

統合対応を図る計画とみられる。

（１）マクロ経済面

９９年１年の期間ではユーロ未参加による影

響を計測するには短すぎる。また、そのほか

の影響、例えば国内での景気の上昇、情報技

術（ＩＴ）活動の進展などが含まれるので、

マクロ経済面での切り離した分析が困難であ

る点では専門家の間で一致している。

しかし１節で指摘したさまざまな要因の効

果を考慮して、ＮＵＴＥＫ（産業技術開発

庁）では生産、雇用の面からの通貨統合によ

る帰結評価を行っている。９９～２００５年までに

国民総生産は通貨統合参加、不参加にかかわ

らず、年間１００億クローネ高くなると同時に、

不参加となる時よりも３００億クローネ高い値

が達成されると評価している（Ｋｏｎ‐

ｓｅｋｖｅｎｓｅｒ ａｖ ＥＭＵ ｆ　ｒｓｖｅｎｓｋｔｎ 　ｒ‐

ｌｉｎｇｓｌｉｖ、「スウェーデン産業界にとっての

ＥＭＵの帰結、９９年３月１１日」）。

（２）直接投資面

対外投資の流れを追ってみるとスウェーデ

ンから海外への投資は８８～９０年にＥＵ諸国向

けが急激に増加し、同時にわずかながらであ

るが北米、そのほかアジア地域への投資が実

施された。多国籍企業はその中で領域内取引

に大きな意味を持つようになっている。特に

８５年以降にＥＵ諸国が内部市場を設立する動

きをみせてから、スウェーデン国際企業の

２．通貨統合未参加による経済への影響

ＥＵ地域に対する投資活動が活発化していた。

しかし９１年以降、急激に投資が減少している。

それは９１年以降のスウェーデンの金融危機と

深い関係があり、海外投資が全体的に減少し

ていたためだが、ＥＵ地域に対する投資も減

少しており、スウェーデン大企業のＥＵへの

投資活動が一巡したとみられる。今後は中小

企業の対外投資が盛んになると予想されてい

るが、通貨統合参加待ちの面が多い。

対内直接投資面では９９年は大きな変化はみ

られていないが、スウェーデンに対する投資

がユーロ以外の理由でみられるようになって

いる。その一例をみると、スウェーデン企業

の国外流出が議論される最近、米国のフレク

トロニクス（Ｆｌｅｘｔｒｏｎｉｃｓ）がスウェーデン

に直接投資を行っている。同社は３年間で

７ヵ所の工場に１５億５，０００万クローネを投資

しており「我々はスウェーデンが製造国とし

て将来性があるとみている」とロニー・ニル

ソン社長は指摘する。低価格商品はハンガ

リー、中国で、ハイテク製品はスウェーデン

で生産する予定だ。そのいくつかの理由とし

てスウェーデンが世界で最先端を行く研究開

発国であること、先進国の中で生産効率が高

いこと、教育水準が高いことをあげている。

同社は現在スウェーデンでは、年間５億ク

ローネの売り上げがあり、機械、コンピュー

タへの投資を行っている。同コンツェルンは

４万３，５００人の従業員を擁し、売り上げ４８０億

クローネ規模の大企業であるが、通貨統合不

参加は投資での問題にはならなかったと指摘

している（ＤＩ新聞２０００年３月２日）。

為替変動リスクについては大きな影響はみ

られていない。ユーロ導入後１年足らずの９９

年１２月２８日には１ユーロ１．０１ドルに下落した。

しかしドルに対してクローネも弱含んでおり、

スウェーデン、ユーロ圏での価格変動はあま

３．ユーロ導入１年の産業界、企業へ

の具体的影響と評価
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りない。為替手数料は大企業はユーロ口座を

開設しているので影響は少ない。また中小企

業にとっては、ユーロは新たにできた１通貨

なので手数料はほかの通貨と変わらない。原

材料、部品調達についてはドイツ、英国、フ

ランスなどの主要国からの場合、各国の通貨

を使用し、ポルトガル、フィンランドからの

場合ユーロに移行する傾向にある。価格差収

斂問題に関しては、大企業ではユーロ圏内で

の価格調整の実施が始まっているが、それは

市場での動向によるので数年間かかるとみら

れる（スウェーデン産業連盟の担当者による

４を参照のこと）。また賃金格差収斂、競

争激化、輸出については時期早期のため、明

確な影響がみられていない。

（１）基本経営コンセプトの変更

スウェーデンの多国籍企業と国内に重点を

置いた中小企業では大きな違いがみられる。

ユーロ導入前に、既にスウェーデン大企業の

ＥＵ地域への展開は終わっている。中小企業

の間ではユーロ導入１年足らずであること、

同時にその大部分はユーロの直接的影響を受

けておらず、基本経営コンセプトの変更はみ

られていない。

（２）生産、流通、販売拠点の見直し（集中、

分散、再配置）

納品先の近隣に拠点を設けることは、ユー

ロ導入以前の段階で、既に大企業では実施さ

れている。９７年の時点でスウェーデン企業上

位２０社で既に６２万７，１２９人を国外で雇用し生

産拠点を確保している。そのうちのＥＵ諸国

では約３１万３，０００人（４９％）、ユーロ圏では２２

万４，５４３人（３５％）を雇用しており、この傾

向は９９年でも同様であったとの産業連盟から

の報告がある。従業員２００人以下の中小企業

ではいまだ生産、流通、販売拠点に対する変

化はみられていない。ユーロのもたらす通貨、

４．ユーロへのこれまでの対応

市場の単一化が１年しか経過していないため、

スウェーデン企業に影響を与えておらず、

ユーロ導入まで３年間の猶予があることが原

因となっている。ユーロへの興味は高まって

いるが、対策実行までには至っていない。

ユーロの影響のほかに、最近のＩＴ産業界の

急激な海外進出があり、その面からの分析も

必要であるが、いまだその情報がない状態で

ある。

（３）内外企業（国内、ＥＵ内外）との提携、

Ｍ＆Ａによる事業拡大あるいは整理、集中

内外企業との提携、Ｍ＆Ａによる事業拡大

はスウェーデン国際企業では盛んである。特

に９２～９７年の間にスウェーデンに対する海外

からの直接投資額が増加している。ほかの北

欧三国、バルト諸国との比較でも、スウェー

デンは３９７億ドルを吸収している。９８年には

その傾向がさらに強化されている。またス

ウェーデン側からは総合保険会社セキュリタ

スが米国のピンカートンズを買収し世界的企

業に成長し２万６，２００人の従業員を擁してい

る。また林業に携わるストラがフィンランド

のエンソと合併し、本社をヘルシンキに移転

させた時の理由は、フィンランドでの優遇課

税であった。合併の背景には、世界的生産過

剰による競争の激化、業界の再編成がある。

そして９９年に入るとボルボの乗用車部門が

フォードに売却され、２０００年にはボルボのト

ラック部門は国内のスカニアを買収しようと

したが、ＥＵの反対にあって失敗した。合併

を試みた理由は企業活動のグローバル化によ

る競争激化があげられ、ユーロの出現も欧州

でのトラック、バス業界での再編成を促して

いる。しかし中小企業の間では、ユーロが理

由となっての合併、集中は現在のところみら

れていない。

（４）価格政策の見直し

通貨統合参加を前にして価格政策の見直し
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が懸案事項になってきており、欧州では各国

の価格設定ができなくなりつつある。「最近

の電子商取引とユーロの進展によりＥＵ市場

では同一価格が必要である」とボリーン＆ス

トルムベリ（Ｂｏｈｌｉｎ＆Ｓｔｒ�ｍｂｅｒｇ、調査

会社）のペール・アンドレイ氏は指摘してい

る。同氏はスウェーデンの企業が安く購入す

ることができるように、価格の比較サービス

を行っているのだが「スウェーデン企業は購

入が下手だ。子会社の持っている利点を利用

せず、本社の購入部では各国の名目価格で比

較する傾向があるが、本当は実質価格が問題

だ。大部分の会社ではＥＵ内で安いものを探

す価値がある」と指摘する。

欧州では価格慣習の違いが存在する。英国、

デンマーク、ベルギーでは価格の弾力性が高

い。このため、これらの国では割引き率が高

い。一方、スウェーデンでは価格弾力性が低

いが、品質要求が高い。

スウェーデンでの価格水準はＥＵ平均より

も２０％高く、特に上下水道関係の部品、電力

卸売り業界でドイツよりも３０％、英国よりも

４０％高くなっている。「ユーロの最大の影響

は価格の下向きの収れん傾向であり、地理的

相違による価格差別はなくなっている。ス

ウェーデン企業もその動きに適応しなければ

ならない。マイクロソフトは９９年６月１日に

欧州全体で一律の価格を導入したがそれはス

ウェーデンでのマイクロソフトの製品価格を

引き下げる結果を生んでいる。また、電子商

取引が価格下落の動きを助長している」とス

ウェーデン商業調査協会（ＨＵＩ）では指摘

している。

「最近の主な例はインターネット市場での

鉄鋼製品の売買だ。しかし一番安い業者が常

に受注するのではない。また、大陸では法的

に問題となるような取り引きもある」と

ＨＵＩのステファン・フォルステル氏は指摘

する。企業が価格差別を維持していくために

はブランド商品を差別する必要があり、例え

ば家電大手のエレクトロラックス（Ｅｌｅｃ‐

ｔｒｏｌｕｘ）では白物電気製品で、高級品には

スウェーデンのヒュースクバン（Ｈｕｓｑｖａｒ‐

ｎａ）を利用し、一般製品にはイタリアの

ツァヌッシ（Ｚａｎｕｓｓｉ）を利用している。

しかし見せかけの製品差別で価格の差をつ

けることは避けなければならない。最近では

スウェーデンのトレトーン（Ｔｒｅｔｏｒｎ）がテ

ニスボールの色を変えただけで各国で違った

価格で販売したために欧州司法裁判所によっ

て有罪とされたからだ。「今まで会社の購入

部は本社機能の中で困却されてきた部門であ

る。これからは本社の購入機能を強化させ、

現地で購入する権限を与え、同時に本社で、

市場で売買を行ってきた経験者に中枢機能を

与えるべき」とアンドレイ氏は述べている。

スウェーデンでは価格政策の見直しが始まっ

たところだ。�

（５）ユーロ対応会計システムの導入と原材

料、部品調達先、調達方法の変更

政府は企業が決算報告書、資本金をユーロ

で表示してもよい提案を行い、２０００年２月９

日には国会で決定、同年３月１日から施行さ

れた。現実には２００１年から使用されることに

なると思われるが強制的ではない。対象とな

るのは、株式会社、経済協同組合、貯蓄銀行、

保険会社などで、そのためには会社の定款変

更を行い、決算報告書の最終締切日に欧州中

央銀行が決定したユーロ、クローネの交換比

率を採用する必要がある。同時にスウェーデ

ン国内での課税額はクローネが採用される。

ユーロがクローネに変更される時にはス

ウェーデン政府が為替のリスクを負うことに

なる。政府は為替換算の際に制度を乱用する

現象がみられれば、新たに防止策を提案する

ことになる。同時に他国通貨での表示方法も

検討中で、その作業は２００１年１月の施行を目

指して行われている。

現在、スウェーデンの多国籍企業はクロー
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ネとユーロ両表示をしているところが多いが

完全にユーロに移行している企業はない

（２０００年３月３日現在）。またＥＵ域内のス

ウェーデン企業の子会社はユーロを並行使用

しているが、大部分の中小企業でユーロに対

する準備は行っていない。特に国内市場が主

な企業でそれが指摘される。ただし従来のス

ウェーデンの決算報告書はＥＵ書式に変更さ

れている。

（６）資金調達方法の変更

ユーロ導入以降もスウェーデンの個人には

あまり大きな影響は及ぼされていない。中小

企業では幾分影響を受けているものの、大き

な影響を及ぼすほどには至っていない（ス

ウェーデン中央銀行、９９年１０月レポート、３６

ページ）。大企業では資金の流れ、ユーロ社

債という点でユーロに対する興味が高まって

いる。その中で銀行との関係を見直し、所有

する銀行口座の構成（ユーロとクローネの比

率）について分析しユーロ通貨を効果的に運

営しようとしている。銀行を仲介しての対外

支払いは、ユーロ加盟国の自国通貨よりも

ユーロが支配的になっている。

しかしスウェーデンの銀行は恒常的にユー

ロ取引の情報を収集していないため、実態把

握は困難になっている。スウェーデンの銀行

では、現在８，０００の企業のユーロ口座、そし

て１，５００のユーロ個人口座が開設されている。

ユーロ建てによる企業、個人への信用供与は

総計２２億ユーロにのぼっているが、その大部

分は企業のものだ。スウェーデンの銀行は、

海外の金融機関とともに公社債発行で２３億

ユーロに関与しているが、スウェーデンの企

業によっては国外の金融機関だけの力を借り

てユーロ社債の発行を行っているところもあ

るので、実態の把握は困難になっている。従

来から資本取引は自由化されているが中央銀

行では市中銀行を通じて実態を把握してきた

側面があり、企業に報告義務が出されること

が将来予想される。同時にスウェーデンの市

中銀行が、国海外企業の社債発行に大きく寄

与し始めているのはスウェーデン国内での資

本取引の減少を補填させようとの動きでもあ

る。

（７）域外企業との為替リスク対策

ユーロは現在のところ、単に新たな１通貨

の出現と考えられていることから、従来通り

の為替対策やテルミン取引（先買い）がとら

れている状態である。ユーロをユーロ圏外で

の取り引きで使用するまでは至っていない。

部分的には仏フラン圏の北アフリカとの取り

引きでユーロを使用している場合が出ている

が、その為替差損はスウェーデン企業が被る

ことになる。

（８）人材確保、その他

特に大きな変化、影響はみられない。ユー

ロ対策では特にユーロ圏と商取引を行ってい

る会社内で、ユーロ担当者を決めるところが

増えているがその影響について分析を行い始

めた段階で、大企業は除き、全体としてユー

ロに対する準備はなされていない。教育面で

はユーロ専門科目を大学で設置し、企業、官

庁への将来の人材養成を図っている。

ユーロが導入されてまだ１年足らずであり、

スウェーデン企業の対応は鈍い。大企業では

ユーロ担当者を設けて対応を展開しているの

で影響はないが、中小企業、特にユーロ圏と

の取り引きがある中小企業の間でこれから影

響が出てくると考えられる。産業連盟の調査

ではユーロ導入１年後で対応準備中と答えた

のがわずか３０％である。これから単一市場が

推進され、その価格の透明度が高まるにつれ

て競争が激化してくることから、企業に対し

て対策準備をするようパンフレット、会報誌、

レポートを通じて啓蒙を図っている。なお、

５．今後の具体的対応
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国のレベルでの制度的対応、例えばＥＵ会計

システムの導入は順調である。

企業全体では２社に１社がユーロ対策を取

り始め、一層ユーロでの取り引きが増えてき

ている。ユーロ市場で販売を行っている企業

の３８％がユーロで請求書を発行できる体制に

あるが、実際には２４％の企業でユーロの請求

書を発行している。

しかし依然として５社に１社はその問題さ

え取上げていない。スウェーデンの調査機関

ユーロネットワークはユーロの準備状況（特

に小企業）を９７年から調査している。４００社

以上が対象となりアンケートを９９年１１月に

行ったところ、半数が準備を始めていること

が判明した。２年前には７社に１社のみが準

備を行っていたことを考えると大きな違いと

いえよう。大企業でのユーロ対応は進んでい

て３社に２社がユーロについて社内で議論を

始めている。２年前では３社に１社の大企業

が討議を始めていたにすぎなかった。

現在ではその議論がかなり具体的になって

きている。例えば役員会内部、そして銀行と

の対話や銀行口座の開設、簿記システムの改

革、ＥＭＵセミナーへの参加、供給業者およ

び顧客とのコンタクトを始めている。また、

２社に１社が既に顧客、供給業者からユーロ

を利用した商談についての問い合わせを受け

るようになっている。しかし製品に対する競

争、価格形成に影響を与えるユーロを戦略的

に議論している企業は少ない（産業連盟ユー

ロニュース、９９年３月）

最近、社民党では通貨統合参加を決定した

が、その国民投票は２００２年後半期に実施され

る公算が高くスウェーデンのユーロ対応はそ

の間に徐々に進行してゆくだろう。
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